
新旧対照表

（新）

第１条～第９条 （略）

（実績報告等）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して 15 日を経過し

た日又は当該年度の３月 31日のいずれか早い期日までに、別記第６号様式

による実績報告書に別紙４の１から別紙10までを添えて知事に提出しなけ

ればならない。ただし、これにより難い場合は、翌会計年度の４月 15日ま

でに提出するものとする。

（補助金等の額の確定等）

第 10 条の２ 知事は、前条第１項の規定による実績報告を受けた場合には、

実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告

に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金等が交付されているときは、その超える部分の

補助金等の返還を命ずるものとする。

３ 前項の補助金等の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日（当該補

助金等の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合

で、かつ、この期限により難い場合は 90日）以内とし、期限内に納付がな

い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（旧）

第１条～第９条 （略）

（実績報告等）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して 30日を経過した

日又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い期日までに、別記第６号様式に

よる実績報告書に別紙１及び別紙４から別紙 10 までを添えて知事に提出し

なければならない。ただし、これにより難い場合は、翌会計年度の４月 15 日

までに提出するものとする。



（額の再確定）

第 10 条の３ 補助事業者は、第 10 条第１項の規定により知事に実績報告書

を提出した後において、補助事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の

補助金に代わる収入があったこと等により補助事業に要した経費を減額す

べき事情がある場合は、知事に対し当該経費を減額して作成した実績報告

書を第 10条第 1項に準じて提出するものとする。

２ 知事は、前項の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、前条第１項

に準じて改めて額の確定を行うものとする。

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。

第 11 条～第 13条 （略）

第 14 条 （略）

２ 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助

事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければ

ならない。

３ 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出の内容の証拠書類

又は証拠物を整備して同項の帳簿とともに当該補助事業の完了の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。

４ 補助事業者は、取得財産等について、当該取得財産等の処分制限期間中、

前２項に規定する帳簿等に加えその他関係書類を整備保管しなければなら

ない。

５ （略）

６ （略）

第 11 条～第 13条 （略）

第 14 条 （略）

２ 補助事業者は、補助事業に関する書類を当該補助事業の完了の翌年度から

起算して５年間保管しなければならない。

３ （略）

４ （略）



７ （略）

８ 市町村以外の補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託する場合は、

別記第 15号様式による委託届出書を知事にあらかじめ届け出なければなら

ない。

９ （略）

10 市町村以外の補助事業者は、前項の規定により契約をしようとする場合

は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」

という。）に参加しようとする者に対し、別記第 16号様式による指名停止等

に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争

入札等に参加させてはならない。

11 （略）

第 15条～第 17条 （略）

５ （略）

６ （略）

７ 市町村以外の補助事業者は、前項の規定により契約をしようとする場合

は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」

という。）に参加しようとする者に対し、別記第 15 号様式による指名停止等

に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争

入札等に参加させてはならない。

８ （略）

第 15 条～第 17条 （略）



別表第２・別表第３ （略）

区分

１
　

地

域
内

農
地
集

積
型

２
　

高

収
益

作
物
転

換
型

経費 補助率

(1)田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) ○○

(2)田の区画拡大(水路の変更を伴うもの) ○○

(3)畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) ○○

(4)畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの) ○○

キョ

(5)暗渠排水
○○

(6)湧水処理 ○○

(7)末端畑地かんがい施設 ○○

(8－ア) 土層改良（客土） ○○

レキ

(8－イ) 土層改良（除礫）
○○

(9－ア)更新（用水路） ○○

(9－イ)更新（排水路） ○○

(9－ウ)更新（農作業道） ○○

(9－エ)更新（畦畔） ○○

(9－オ)更新（排水口） ○○

(9－カ)更新（特認事業） ○○

(10)条件改善推進費 ○○

(11)高収益作物転換推進費 ○

(1)農業用用排水施設 ○○

キョ

(2)暗渠排水
○○

(3)土層改良 ○○

(4)区画整理 ○○(1)純工事費

(5)農作業道 ○○(2)測量設計費

(6)農地造成 ○○(3)用地費及び補償費

(7)農用地の保全 ○○(4)船舶機械器具費

(8)営農環境整備支援 ○○(5)全体実施設計費

(９)管理省力化支援 ○○(6)換地費

(10)品質向上支援 ○○(7)調査・調整費

(11)条件改善促進支援 ○○(8)経理管理・指導費

(12)高収益作物導入支援 ○

(13)指導 ○○

別表第１（第３条関係）

実施要綱第２の規定に基づく補助対象事業及び事業種類

左記の補助対象事業に
要する経費

ソ
フ

ト

事
業

左記の補助対象事業に要
する経費のうち、以下に
掲げるもの

ソ
フ
ト
事
業

１ 定額助成 ハ
ー
ド
事
業

定額
ただし、実施
要領第６の１
に定める額

２ 定率助成 ハ
ー
ド
事
業

補助対象事業費
の10分の６以内
ただし、別表第
２の地域等に
あっては補助対
象事業費の10分
の6.5以内

別表第２・別表第３ （略）



別記第２号様式～別記第 15 号様式 （略）

別紙１ （略）

別記第２号様式～別記第 15 号様式 （略）

別紙１ （略）





別紙３ （略）

別紙２

収入の部

区　　　　分 予　算　額 備　　考

円

県補助金

市町村費

その他

計

支出の部

区　　　　分 予　算　額 備　　考

Ａ　地域内農地集積型 円

　　　　又は

Ｂ　高収益作物転換型

１ 定額助成

(1)田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

(2)田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

(3)畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

(4)畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)
キョ

(5)暗渠排水

(6)湧水処理

(7)末端畑地かんがい施設

(8－ア) 土層改良（客土）
レキ

(8－イ) 土層改良（除礫）

(9－ア)更新（用水路）

(9－イ)更新（排水路）

(9－ウ)更新（農作業道）

(9－エ)更新（畦畔）

(9－オ)更新（排水口）

(9－カ)更新（特認事業）

(10)条件改善推進費

(11)高収益作物転換推進費

 

２ 定率助成

(1)農業用用排水施設
キョ

(2)暗渠排水

(3)土層改良

(4)区画整理

(5)農作業道

(6)農地造成

(7)農用地の保全

(8)営農環境整備支援

(９)管理省力化支援

(10)品質向上支援

(11)条件改善促進支援

(12)高収益作物導入支援

(13)指導

計

予算議決（又は予算議決予定）　　　　　年　　月　　日

収　　支　　予　　算　　書

（注）　変更申請する場合で、前回までの申請額に修正がある場合は、上段に行を追加して前回申請額を括弧書で記載
　　　し、下段に変更後申請額を記載してください。

別紙３ （略）

別紙２

収入の部

区　　　　分 予　算　額 備　　考

円

県補助金

市町村費

その他

計

支出の部

区　　　　分 予　算　額 備　　考

Ａ　地域内農地集積型 円

　　　　又は

Ｂ　高収益作物転換型

１ 定額助成

　(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

　(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

　(3) 畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

　(4) 畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

 　(5) 暗渠排水

　 (6) 湧水処理

　 (7) 末端畑地かんがい施設

 　(8) 客土

　 (9) 除礫

　 (10-ア) 更新(用水路)

　 (10-イ) 更新(排水路)

 　(10-ウ) 更新(農作業道)

　 (10-エ) 更新(特認事業)

　 (11) 条件改善推進費

　 (12) 高収益作物転換推進費

２ 定率助成

　(1) 農業用用排水施設

　(2) 暗渠排水

　(3) 土層改良

　(4) 区画整理

　(5) 農作業道

　(6) 農地造成

　(7) 農用地の保全

　(8) 営農環境整備支援

　(9) 管理省力化支援

　(10) 品質向上支援

　(11) 条件改善促進支援

　(12) 高収益作物導入支援

　(13) 指導

計

予算議決（又は予算議決予定）　　　　　年　　月　　日

収　　支　　予　　算　　書

（注）　変更申請する場合で、前回までの申請額に修正がある場合は、上段に行を追加して前回申請額を括弧書で記載
　　　し、下段に変更後申請額を記載してください。





別紙５～14 （略）

別紙４の２

収入の部

区　　　　分 実績額 予算額 差引増減額 備　　考

円 円

県補助金

市町村費

その他

計

支出の部

区　　　　分 実績額 予算額 差引増減額 備　　考

Ａ　地域内農地集積型 円 円 円

　　　　又は

Ｂ　高収益作物転換型

１ 定額助成

(1)田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

(2)田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

(3)畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

(4)畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)
キョ

(5)暗渠排水

(6)湧水処理

(7)末端畑地かんがい施設

(8－ア) 土層改良（客土）
レキ

(8－イ) 土層改良（除礫）

(9－ア)更新（用水路）

(9－イ)更新（排水路）

(9－ウ)更新（農作業道）

(9－エ)更新（畦畔）

(9－オ)更新（排水口）

(9－カ)更新（特認事業）

(10)条件改善推進費

(11)高収益作物転換推進費

２ 定率助成

(1)農業用用排水施設
キョ

(2)暗渠排水

(3)土層改良

(4)区画整理

(5)農作業道

(6)農地造成

(7)農用地の保全

(8)営農環境整備支援

(９)管理省力化支援

(10)品質向上支援

(11)条件改善促進支援

(12)高収益作物導入支援

(13)指導

計

予算議決　　　　　年　　月　　日

収　　支　　精　　算　　書

別紙５～14 （略）

別紙４

収入の部

区　　　　分 実績額 予算額 差引増減額 備　　考

円 円

県補助金

市町村費

その他

計

支出の部

区　　　　分 実績額 予算額 差引増減額 備　　考

Ａ　地域内農地集積型 円 円 円

　　　　又は

Ｂ　高収益作物転換型

１ 定額助成

　(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

　(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

　(3) 畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

　(4) 畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

 　(5) 暗渠排水

　 (6) 湧水処理

　 (7) 末端畑地かんがい施設

 　(8) 客土

　 (9) 除礫

　 (10-ア) 更新(用水路)

　 (10-イ) 更新(排水路)

 　(10-ウ) 更新(農作業道)

　 (10-エ) 更新(特認事業)

　 (11) 条件改善推進費

　 (12) 高収益作物転換推進費

２ 定率助成

　(1) 農業用用排水施設

　(2) 暗渠排水

　(3) 土層改良

　(4) 区画整理

　(5) 農作業道

　(6) 農地造成

　(7) 農用地の保全

　(8) 営農環境整備支援

　(9) 管理省力化支援

　(10) 品質向上支援

　(11) 条件改善促進支援

　(12) 高収益作物導入支援

　(13) 指導

計

予算議決　　　　　年　　月　　日

収　　支　　精　　算　　書



第15号様式（第14条関係）

第 号

　　 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 　

記

1 委託の名称（予定）

2 委託予定先の所在地、商号又は名称、代表者名

3 委託予定の内容

4 委託の予定契約日及び予定契約期間

5 委託に付する理由

　（注） 契約締結後、契約書の写しを提出すること。

　　　　年度　高知県農地耕作条件改善事業費補助金に係る委託届出書

　　　　　年　月　日付け高知県指令　　第　　号で交付の決定通知がありました高知県農地耕作条件改善事業
費補助金に係る業務の一部を第三者に委託して実施したいので、高知県農地耕作条件改善事業費補助金
交付要綱第14条第８項の規定により届け出ます。



第16号様式（第14条関係）

〔　補助事業者　〕 様

　

　

（注） １ ○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載してください。
２

３

契約に係る指名停止等に関する申立書

年 月 日

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

　当社は、〔　補助事業者　〕発注の○○契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行地域
について、現在、農林水産省の機関又は地方公共団体から○○契約に係る指名停止の措置等を受けて
いないことを申し立てます。
　また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てませ
ん。

この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部
局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいいます。ただし、北海道に
あっては国土交通省北海道開発局を、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局を含みます。

「指名停止の措置等」には、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたものであって、その命令の同一
事案において他者が農林水産省の機関又は地方公共団体から履行地域における指名停止措
置を受けた場合の当該公正取引員会からの命令を含みます。
　なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過
した場合は、この限りではありません。

第15号様式（第14条関係）

〔　補助事業者　〕 様

　

　

（注） １ ○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載してください。
２

３

契約に係る指名停止等に関する申立書

年 月 日

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

　当社は、〔　補助事業者　〕発注の○○契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行地域
について、現在、農林水産省の機関又は地方公共団体から○○契約に係る指名停止の措置等を受けて
いないことを申し立てます。
　また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てませ
ん。

この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部
局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいいます。ただし、北海道に
あっては国土交通省北海道開発局を、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局を含みます。

「指名停止の措置等」には、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたものであって、その命令の同一
事案において他者が農林水産省の機関又は地方公共団体から履行地域における指名停止措
置を受けた場合の当該公正取引員会からの命令を含みます。
　なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過
した場合は、この限りではありません。


